
江東区細街路拡幅整備要綱 

昭和６１年９月８日 

江建建発第６８号 

（目的） 

第１条 この要綱は、区内の細街路を関係権利者の理解のもとに拡幅整備する

ことにより、住環境の向上及び災害に強いまちづくりに資することを目的と

する。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(1) 細街路 現況幅員が４メートル未満の道路であって、建築基準法（昭和

２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第４２条第１項第５号の規

定により特定行政庁から位置の指定を受けた指定幅員４メートルのもの及

び法第４２条第２項の規定により特定行政庁が指定したものをいう。 

(2) 後退用地 法に規定する道路の境界線と既存の道路の境界線との間の土

地をいう。 

(3) 隅切り用地 東京都建築安全条例（昭和２５年東京都条例第８９号）第

２条の規定により、角敷地として建築制限を受ける部分の土地をいう。 

(4) 拡幅整備 後退用地及び隅切り用地（以下「後退用地等」という。）を

通行上、避難上及び構造上支障のない道路形態にすることをいう。 

(5) 建築主等 細街路に接する敷地に建築物を建築しようとする者若しくは

建築した者又は後退用地等について土地に権利を有する者をいう。 

(6) 寄付 後退用地等の所有権を区に移転することをいう。 

(7) 無償使用承諾 後退用地等の所有権を有する建築主等が、当該後退用地

等の維持管理を区が行うことを承諾することをいう。 

(8) 公道 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１６条の規定に基づき区

が管理する道路（以下「区道」という。）及び江東区区有通路管理条例

（平成４年３月江東区条例第１７号）に規定する区有通路（以下単に「区

有通路」という。）をいう。 

（拡幅整備の対象） 



第３条 拡幅整備の対象は、細街路その他区長が特に必要と認める道路（当該

道路に接する隅切り用地を含む。）とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、拡幅整

備の対象としない。 

(1) 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条に規定する開発行為

を行う場合 

(2) 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）に基づき土地区画整理事

業を行う場合 

(3) 前面道路に雨水の排水経路が確保されていない場合 

(4) 前面道路が舗装されていない場合 

(5) 後退用地等内に地中埋設物又は障害物がある場合 

(6) 前面道路が現に一般通行の用に供されていない場合 

(7) 前各号に掲げるもののほか、拡幅整備に支障があると区長が認める場合 

（拡幅整備への協力） 

第４条 区長は、建築主等に対して拡幅整備への協力を求めるものとする。 

（拡幅整備現場協議の届出） 

第５条 拡幅整備を申請しようとする建築主等は、当該拡幅整備を申請する前

に、区長と現場協議を行うものとする。 

２ 前項の規定により現場協議を行おうとする建築主等（以下「協議者」とい

う。）は、江東区細街路拡幅整備協議届出書（別記第１号様式。以下「届出

書」という。）に次の書類又はその写しを添えて区長に提出するものとする。 

(1) 案内図 

(2) 現況配置図（道路に係る調査及び指導に関する事務を所管する部署の確

認を受けたもの） 

(3) 江東区細街路拡幅整備承諾書（別記第２号様式） 

(4) 土地の登記事項証明書 

(5) 地図に準ずる図面（公図） 

(6) 整備部分の現況写真（後退用地等を３方向以上から撮影したもので、そ

の全景が分かるもの） 

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 



３ 協議者は、前項の規定により提出された届出書の内容に変更が生じた場合

は、速やかに江東区細街路拡幅整備協議変更届出書（別記第３号様式）に変

更内容が分かる書類を添えて区長に提出しなければならない。 

（現場協議） 

第６条 区長は、前条第２項の規定により届出書の提出があった細街路におい

て、協議者（協議者から依頼を受けた建築工事施工者、土地家屋調査士等を

含む。以下この条において同じ。）からの求めに応じ、現場協議を行う。た

だし、公道に接する後退用地等の拡幅整備の場合は、協議者が土木部管理課

用地係と協議を行い、道路境界説明図の作成を完了している場合に限る。 

２ 協議者は、前項の規定による現場協議の際に後退用地等を明確にするため、

敷地境界並びに道路中心及び道路後退位置へ 鋲
びょう

等による明示を行い、区長

の確認を受けなければならない。 

３ 協議者は、第１項の規定による現場協議において定められた工事範囲の土

地関係権利者に対して、拡幅整備の承諾を得なければならない。 

４ 前項の場合において、区長は、必要に応じて確認書等の提出を求めること

ができる。 

（拡幅整備の申請） 

第７条 拡幅整備を申請しようとする協議者（以下「申請者」とする。）は、

前条に規定する現場協議が終了した後、速やかに江東区細街路拡幅整備申請

書（別記第４号様式。以下「申請書」という。）に江東区細街路拡幅整備協

議届出書の写しその他区長が必要と認める書類を添えて、区長に提出するも

のとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、現場協議が終了した後、当該現場協議を行った

日の属する会計年度の末日を過ぎてから申請書の提出があったときは、区長

は、申請者に対し、改めて現場協議を行うよう求めることができる。 

（公道に接する後退用地等の取扱い） 

第８条 申請者は、公道である細街路に接する後退用地等の拡幅整備について

前条の規定により申請をした後、当該後退用地等の寄付又は無償使用承諾の

手続を行わなければならない。 

２ 寄付の受領等の基準及び手続は、別に定める。 



（拡幅整備の決定） 

第９条 区長は、第７条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、

適当と認めるときは江東区細街路拡幅整備決定通知書（別記第５号様式）に

より、不適当と認めるときは江東区細街路拡幅整備申請却下通知書（別記第

６号様式）により、申請者に通知する。 

２ 区長は、前項の規定により拡幅整備決定の通知を行ったときは、当該細街

路の拡幅整備を行う。 

（取下げ） 

第１０条 申請者は、拡幅整備の申請を取り下げようとするときは、拡幅整備

工事着手日の前日までに江東区細街路拡幅整備申請取下届（別記第７号様式）

を区長に提出するものとする。 

（標示板の設置） 

第１１条 区長は、拡幅整備が完了したときは、後退用地等のＬ型側溝等の上

端に標示板（別記第８号様式）を設置するものとする。 

（移設、測量分筆等に要する費用の助成） 

第１２条 拡幅整備に伴う次の費用の助成については、江東区細街路拡幅整備

に伴う助成金交付要綱（昭和６１年９月８日江建建発第６８号）に定めると

ころによる。 

(1) 後退用地等内の障害物の除却、移設等の工事に要する費用 

(2) 後退用地等の寄付又は無償使用に伴う測量分筆等に要する費用 

（拡幅整備部分の管理等） 

第１３条 この要綱に基づく細街路の拡幅整備部分の管理については、関係権

利者が適切に管理し、一般交通の用に供するものとする。 

（委任） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、細街路の拡幅整備について必要な事

項は、都市整備部長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、昭和６１年１０月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成３年６月１日から適用する。 



附 則 

この規程は、平成７年４月１日から適用する。 

附 則 

この規程は、平成１７年８月１日から適用する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の際、現に改正前の江東区細街路拡幅整備要綱第５条の規

定により江東区細街路拡幅整備申請書が提出されているときは、改正後の江

東区細街路拡幅整備要綱第５条第２項に規定する江東区細街路拡幅整備現場

協議届出書の提出があったものとみなす。 

 



別記第１号様式（第５条関係） 

 



別記第２号様式（第５条関係） 

 

江東区細街路拡幅整備承諾書  

 
  年  月  日 

江東区⻑ 殿 

 

土地所有者    住所       

                   氏名           印 

                  電話    （   ）                

 

私が、所有権を有する下記の土地を江東区細街路拡幅整備要綱に基づき、拡

幅整備部分を鋲(びょう)等の設置により明示し、区が拡幅整備することを承諾

します。 

また、当該土地の拡幅整備が完了した際には、適切に管理を行い、一般交通

の用に供するものとします。 

 なお、当該土地の所有権を第三者に移転する場合、この承諾を新たな所有者

に継承させます。 

 

記 

 

  土地の地名地番  江東区   丁目  番  

  住 居 表 示  江東区   丁目  番  号 

 

 

 

 



別記第３号様式（第５条関係） 

 

江東区細街路拡幅整備協議変更届出書  

 
  年  月  日 

江東区⻑ 殿 

 

協議者    住所       

                   氏名            印 

                   電話                      

 

年  月  日に提出を行った江東区細街路拡幅整備協議届出書につい

て、下記の通り内容の変更がありましたので、届け出ます。 

 

 

記 

 

１．位置 

  土地の地名地番  江東区   丁目  番  

  住 居 表 示  江東区   丁目  番  号 

 

２．変更内容 

 

 

 

３．添付書類（変更内容がわかる書類を添付してください。） 

 

 

 



別記第４号様式（第７条関係） 

江東区細街路拡幅整備工事申請書  

 

  年  月  日 

江東区⻑ 殿 

 

申請者       住所       

                 氏名           印 

                電話 （    ） 

 連絡者氏名          

                電話  （    ） 

  

年 月 日に現場協議を行った下記の土地について、江東区細街路拡幅整

備要綱第７条の規定に基づき、道路の拡幅整備を申請します。 

 拡幅整備範囲の関係権利者に対して承諾を得ています。 

また、後退用地等内の障害物（地中埋設物、埋設配管等）の撤去又は移設が

完了しており、万が一障害物が発生した場合には、適切に処理を行います。 

 なお、拡幅整備前に宅地内の外構工事等を施工し、道路部分との段差が発生

した場合、区に責任を求めることはありません。 

 

記 

 

１．位置 

  土地の地名地番  江東区   丁目  番  

  住 居 表 示  江東区   丁目  番  号 

 

２．添付書類 

  細街路拡幅整備協議届出書の写し 

 



別記第５号様式（第９条関係） 

文 書 番 号 

  年  月  日 

 

 殿 

 

江東区⻑  印 

 

 

江東区細街路拡幅整備工事決定通知書  

 

 

    年  月  日付で申請のあった下記の土地の拡幅整備について、拡

幅整備を行うことを決定しましたので、通知します。 

 

記 

 

  土地の地名地番  江東区   丁目  番  

  住 居 表 示  江東区   丁目  番  号 

 

 

 

 

 



別記第６号様式（第９条関係） 

文 書 番 号 

  年  月  日 

 

 殿 

 

江東区⻑  印 

 

 

江東区細街路拡幅整備工事申請却下通知書  

 

 

年  月  日付で申請のあった下記の土地の拡幅整備については、
下記の理由により申請を却下します。 

 

記 

 

 

１．位置 

  土地の地名地番  江東区   丁目  番  

  住 居 表 示  江東区   丁目  番  号 

 

２．却下理由 

   

 

 

 

 



別記第７号様式（第１０条関係） 

 

江東区細街路拡幅整備工事申請取下書  

 

  年  月  日 

江東区⻑ 殿 

 

申請者     住所       

                   氏名           印 

                     電話  （    ）      

 

 

    年  月  日付で申請した下記の土地の拡幅整備工事申請につい

て、下記の理由により申請を取り下げます。 

 

記 

 

１．位置 

  土地の地名地番  江東区   丁目  番  

  住 居 表 示  江東区   丁目  番  号 

 

２．取下理由 

 

 

 

 



別記第８号様式（第１１条関係） 

 

 

 


